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「まん延防止等重点措置」の周知について（依頼） 
 
 
 日ごろは，本市薬事行政の推進に御理解・御協力賜りありがとうございます。 

さて，市内では，週単位の感染者数は減少していますが，減少スピードが遅く

高止まりしており，病床使用率は７割に迫るなど，入院調整等が困難な状況が続

いています。高齢者に感染が波及することで，感染が引き金となり基礎疾患が悪

化する事例も見られ，死亡される方も増えています。 
このような状況を踏まえ，３月７日（月）から３月２１日（月）まで，京都に

まん延防止等重点措置が適用されることが決定され，市民・事業者の皆様へメッ

セージを発信しています。 
つきましては，貴会会員の皆様へも御周知いただきますようお願いいたしま

す。 
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